
 
令和７年度公文書等使送業務委託契約に係る仕様書 

 
 
  鹿児島市が委託する公文書等使送業務は次のとおりである。 
 
１ 業務の概要 
  鹿児島市内の本市支所、学校等（以下「支所等」という。）を５コースに分け、あら 

かじめ設定した日時に本庁と支所等との間を巡回し公文書等を集配し、また、郵便物を 
郵便局に送達する業務である。 

 
２ 使送業務の具体的内容 
 (1) 「令和７年度公文書使送コース」（別紙１）に掲げる５つの運行コースにより本庁

と支所等との間を巡回し、公文書等を集配すること。また、郵便物に後納差出票を添

付し、郵便局に送達すること。 
 (2) 午前８時３０分に総務部総務課文書係（以下「文書係」という。）の事務室に入室

すること。文書係においてあらかじめ準備された公文書等の入った支所等ごとの使送

袋及び貨物等（以下これらを「配送物」という。）の個数を確認して文書係の職員か

ら受領し、速やかに運行車に積載し、出発すること。 
午後１時に入室し、同様に出発すること。 

 (3) 支所等においては、受託者は市があらかじめ指定する場所に配送物を運び、支所等

の職員に引き渡し、本庁宛ての配送物を受領すること。 
 (4) 巡回を終えて文書係に到着した後は、支所等から受領した配送物の個数を確認して、

速やかに文書係の職員へ引き渡すこと。 
 (5) 配送物の受領及び引渡しは、文書係においては、文書係の職員と受託者との間で行

い、公文書使送簿（別紙２）により確認を行うこと。 
   支所等においては、支所等の職員と受託者との間で行い、公文書使送簿により確認

を行うこと。 
(6) 公文書使送簿は、市が準備し、使送の出発時に受託者に引き渡し、業務中は受託者

が管理し、業務終了後は文書係の職員に引き渡すこと。 
(7) １回の使送業務における配送物の量は、運行車の最大積載量を超えないこと。 

 (8) 郵便物の送達は、後納差出票を文書係から受領し、郵便物と後納差出票を指定した

郵便局に差し出すこと。その際に後納郵便物等取扱控を郵便局から受領し、速やかに

指定した職員に引き渡すこと。 

 

  



 
３ 運行車の条件 
  使送業務に使用する運行車は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。 

(1) 貨物の用に供する四輪以上の自動車であり、施錠ができるなど公文書等及び郵便物

を安全に保管及び運搬できること。 
(2) 道路運送車両等関係法令で定める点検を受けていること。 
(3) 携帯電話又は無線を搭載し、常時受託者の責任者及び文書係と連絡がとれること。 

 (4) 自賠責保険・任意保険に加入していること。   
 (5) 広告等（受注者の社名及び発注者が認めたものを除く。）の表示はしないこと。 
 (6) 積雪、道路凍結に備えて、スタッドレスタイヤ又はチエーンを積載していること。 
 
４ 業務の従事者 
 (1) 使送業務に従事する者には、常に業務を熟知した専任の者を配置すること。  
 (2) 業務に従事する際は、制服及び名札を着用すること。 
 
５ 業務の実施 
  使送業務の実施については、次のとおり行う。 
 (1) 運行コース及び経由地 

・１コースから５コースまでの５コースとする。（別紙１） 
・２コース午後は、原則往復ともに、桜島フェリーを利用する。なお、桜島フェリ

ーを利用できない場合は、文書係と協議すること。 
 (2) 使送業務実施日 

・次に定める日を除く毎日 
①水曜日、土曜日及び日曜日 
②国民の祝日に関する法律（昭和２８年法律第１７８号）に規定する休日 

③１２月２９日から翌年１月３日までの日 

   ・支所等が閉庁日、休館日等の場合の集配は、文書係から指示する。 
 (3) 運行車の配車台数 

・各コース 1 台 1 日５台以上配車する。 
 
６ 受託者で負担するもの 
 (1) 人件費 

 (2) 運行車及びその燃料 

 (3) 桜島フェリー代 

 (4) 配送物を運搬する台車等 

 (5) その他受託者として業務を行うために必要なもの 



 

７ 業務の実施に当たっての留意事項 
 (1) 道路交通法等関係法令等を遵守すること。 
 (2) 本業務と他の業務との兼務運行は行わないこと。 
 (3) 使送経路は、距離、交通事情等を考慮し、指定した時間までに到着できる経路を選

択すること。 
 (4) 交通事情により、支所等での授受時間や本庁への到着時間が大幅に遅れる場合は、

直ちに文書係へ連絡し指示を仰ぐこと。 
 (5) 交通事情、支所等の状況を十分に把握し、事故等のないように安全確保に努めるこ

と。 
 (6) 運行車の故障、事故等により委託業務の遂行に支障が生じた場合は、直ちに文書係

へ連絡するとともに、最寄りの営業所等から代替車両を手配するなどをして速やかに

業務を遂行すること。 
 (7) 配送物の盗難等を防ぐため、運行車から離れる場合は、必ず運行車に旋錠すること。 
 (8) 天候、交通事情の悪化等により、運行を休止しなければならないときは、文書係の

指示に従うこと。 
 
８ その他 
  業務の遂行に当たっては誠意を持って行い、円滑な業務遂行に努め、業務の停滞や混 

乱等が生じないよう万全を期すこと。 
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使 送 袋 小 包 等 使 送 袋 小 包 等

合計個数

第　コース　　　
公　文　書　使　送　簿　　　　　　　

令和　　年　　 月　　日

連 絡 事 項 等使 送 機 関

受 領 確 認 印

受 託 事 業 者

確 認 印

引　　　　　　受　　　　　　分

事 務 所 名 発送個数 引受個数

発　　　　送　　　　分

使 送 機 関

受 領 確 認 印

別紙　２

発送文書担当確認印

受託事業者担当確認印

引受分文書担当確認印

受託事業者担当確認印


